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(公財)群馬県教育文化事業団

親権者等(父母)の認定所得金額が、一定の基準額以下で
あること。
高校での学習成績が、全教科平均(5段階評価）で3.0以上
であること。

高校在学 月額18,000円貸与 R6.5.13 http://www.gunmabunkazigyodan.or.jp/syougakukin

(公財)朝鮮奨学会 日本の高等学校等に在学している韓国人・朝鮮人生徒 高校在学 高校月額1万円給付 R6.5.10 http://www.korean-s-f.or.jp

(公財)佐藤交通遺児福祉基金
交通事故等により扶養者を失った、又は扶養者が重度の
心身障害となった交通遺児

高校在学 公立高校の場合月額24,000円 満20歳に達する年度中 http://www.sato-kikin.or.jp/

(公財)キーエンス財団

次のいずれの各項にも該当する者
・2024年4月に日本の大学(4年制)に入学する者
・2024年4月1日現在20歳以下である者
・経済的な支援を必要とする者

大学等予約 月額10万円(給付) R6.4.5 https://www.keyence-foundation.or.jp/

(公財)似鳥国際奨学財団
日本国籍を有する高校１～3年生(在留資格永住者、定住
者の外国人も可)

高校生枠 月額3.5万円(給付) R6.5.15 https://www.nitori-shougakuzaidan.com/

一般財団法人篠原欣子記念財団

社会福祉系国家資格（保育士、社会福祉士、精神保健福
祉士、介護福祉士）または 幼稚園教諭免許状の取得が可
能となる関東地方および山梨県、長野県、静岡県、愛知
県、大阪府に所在の専門学校、短期大学、大学の学部・
学科等に在籍する修業年限以内の学年の者で、応募時点
で、国家資格または免許状を活かして、将来、社会福祉
施設または幼児教育施設等での就業を志望している者。
（家計支持者(父母等）の年収により制限があります)

大学等入学後 月額45,000円(給付) 大学等入学後 https://ysmf.or.jp/

一般財団法人誠志ツルヤ奨学会
食品及び直接食品に関連する分野の大学、短大、専門学
校生(長野県または群馬県の高等学校卒業者か、長野県ま
たは群馬県の大学等で学ぶ学生)

大学等入学後

大学生：月額30,000円、短大
生：月額25,000円、専門学校
生：月額20,000円(いずれも給
付)

R6.5.10 https://www.tsuruya-corp.co.jp/scholar/

公益財団法人 本庄国際奨学財団

次の(1)～(3)の全てに該当する者
(1) 原則として日本の国公立大学(短大は除く)に進学を希
望していること。
(2) 通年の評定平均が4.0以上あること。
(3) 家庭の経済状況が一定の条件に該当するか、社会的
養護が必要な人であること。
※詳しくは財団のWebページをご覧ください。

高校在学及び大学入学
後

月額50,000円(給付) R6.1.10~3.31 https://www.hisf.or.jp


